
 
 
株 主 各 位 
 
 
 

「第５５回定時株主総会招集ご通知」に関するインターネット開示情報のご案内 

（法令及び定款に基づくみなし提供事項） 
 
 

 
 第５５回定時株主総会招集のご通知に際して提供すべき書類のうち、法令及び定款第１８条の規定に基

づき、平成２７年６月５日(金)からインターネット上の当社ホームページ（http://www.kosei.co.jp/）に掲

載することにより、「第５５回定時株主総会招集のご通知添付書類」から記載を省略した事項は次のとおり

となりますので、ご高覧賜りますようお願い申しあげます。 
 
 
 
 
 １．会計監査人に関する事項                １ 頁 
 
 ２．業務の適正を確保するための体制            ２ 頁 
 
 ３．新株予約権等に関する事項               ４ 頁 
 
４．計算書類の個別注記表                ５ 頁 

   
 
 
 
 
 

平成２７年６月５日 

 

光 世 証 券 株 式 会 社 

 
 
 



- 1 - 
 

１．会計監査人に関する事項 

 

（1）当社の会計監査人の名称 

有限責任 あずさ監査法人 

 

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

15 百万円 

 

（3)当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 

１6 百万円 

 

（4）非監査業務の内容 

顧客資産の分別管理に対する検証業務 

 

（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

当社都合の他、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に 

反する行為があったと判断した場合、監査役会は、その事実にもとづき会計監査人の解任または不再任の 

検討をおこない、解任または不再任が妥当と判断した場合、監査役会規程に則り「会計監査人の解任また 

は不再任」を株主総会の付議議案とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたします。 
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２．業務の適正を確保するための体制 

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保 

するための体制は以下のとおりであります。 

 

（1） 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

① 企業行動憲章を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守お 

よび社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。 

② 監査グループをコンプライアンス統括部門とし、内部管理統括責任者をコンプライアンス担当取締役に任  

命し、全社横断的なコンプライアンス体制の構築・整備および問題点の把握に努める。 

③ 監査グループ、取締役ならびに監査役がコンプライアンス上の問題点を発見した場合は速やかにコンプ 

ライアンス統括部門に報告する体制を構築する。従業員が直接通報することを可能とするコンプライアン 

ス・ホットラインを設ける。 

コンプライアンス上の問題点の報告・通報を受けたコンプライアンス統括部門は、必要に応じて、その内容を

調査し、担当部門と協議の上、再発防止策を策定・実施する。 

 

（2） 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

① 「文書管理規程」を定め、同規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録 

し、適切に整理・保存する。取締役および監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧で 

きるものとする。 

② 「内部者取引管理規程」を定め、同規程に従い、役職員が取得した内部情報の管理の徹底および内部者 

取引を未然に防止する。 

③ 「個人情報保護規程」を定め、同規程に従い、個人情報を保護する。 

 

（3） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 「リスク管理規程」を定め、同規程に従い、リスクカテゴリー毎の責任部署を定め、管理グループ担当取締役 

を全社のリスクに関する統括責任者として任命し、管理グループにおいてリスクを網羅的・総括的に管理す 

る。新たに発生したリスクについては速やかに担当部署を定める。 

② 監査グループ・監査役が各グループ毎のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に統括責任者および 

取締役会に報告する。取締役会は、問題点を把握し、必要に応じリスク管理体制の改善策を策定・実施す 

る。 

 

（4） 取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制 

① 取締役会は取締役、社員が共有する全社的な中期経営計画および年次経営計画を定め、各グループに 

対し職務執行が効率的におこなわれるよう監督する。各グループ担当取締役は、経営計画にもとづいた各 

グループの実施すべき具体的な施策および効率的な業務体制を構築すると共に、取締役会において定期 

的に検証し問題点等の改善を図っていく。 

② 担当役員の業務分担を定めるとともに、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して、執 

行責任を明確にして業務執行に当たらせる。 
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（5） 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

    当社のグループ下にある事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築す 

る権限と責任を与えて、管理グループはこれらを横断的に推進し、管理する。 

 

（6） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに 

その使用人の取締役からの独立性に関する事項 

   監査役は、監査グループ所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することが出来るものとし、監査役より 

監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。 

 

（7） 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

① 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席 

すると共に、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることが

できるものとする。 

② 監査役に対して、法定の事項に加え、本会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプ 

ライアンス・ホットラインによる通報状況およびその内容を速やかに報告する体制を整備する。報告の方法等 

については、取締役と監査役の協議により決定する。 

 

（8） その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制 

    「監査役監査規程」にもとづく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査部門お

よび会計監査人と連携を保ちながら相互に牽制を図るものとする。 

 

（9） 財務報告の信頼性と適切性を確保するための体制 

    当社は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価の基本方 

針書」を定め、関係諸規程の整備、役職員の意識向上に努めています。報告年度毎に、「財務報告に係る内 

部統制の整備・運用および評価の基本計画書」を定め、内部統制の充実に努め、有効かつ効率的な体制の 

整備を推進し、その適切な運用・管理に努めている。 

また、独立した部門である内部統制監査室は、内部統制監査規程にもとづき、財務報告に係る内部統制の 

有効性を把握、評価し、取締役会・監査役会へ報告している。 
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３．新株予約権等に関する事項 

   

（1）当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 

 該当事項はありません。 

 

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況 

該当事項はありません。 
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４．計算書類の個別注記表 

 

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］ 

1． トレーディングに関する有価証券等の評価基準および評価方法 

当社におけるトレーディング商品に属する有価証券およびデリバティブ取引等については、時価法を採用して 

おります。 

 

2.   トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準および評価方法 

（１）満期保有目的の債券 

  償却原価法によっております。 

（2） 子会社株式および関連会社株式 

  移動平均法による原価法によっております。 

（3） その他有価証券 

①時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等にもとづく時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価ないし償却原価との 

評価差額を全部純資産直入する方法によっております。売却原価については移動平均法により算定し 

ております。 

②時価のないもの 

移動平均法による原価法ないし償却原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への出資 

については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書等を基礎とし、持分 

法相当額を純額で取り込む方法によっております。 

 

3． 固定資産の減価償却の方法 

（1） 有形固定資産 

建物（建物附属設備は除く） 

 ①平成 10 年 3 月 31 日以前に取得したもの 

   旧定率法によっております。 

 ②平成 10 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までに取得したもの 

   旧定額法によっております。 

 ③平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの 

   定額法によっております。 

建物以外 

①平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの 

   旧定率法によっております。 

②平成 19 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までに取得したもの 

   定率法（250％定率法）によっております。 

③平成 24 年 4 月 1 日以降に取得したもの 

定率法（200％定率法）によっております。 

   なお、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の資産については、3 年間で均等償却する方法を採用 

しております。 
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主な耐用年数は次のとおりであります。 

・  建    物 6～50 年 

・  器具・備品 3～20 年 

 

（2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

  なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）にもとづく定額法によって

おります。 

 

 

 

4. 引当金および準備金の計上基準 

貸 倒 引 当 金 … 貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

賞 与 引 当 金 … 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により

算出した支給見込額を計上しております。 

退 職 給 付 引 当 金 …

 

  

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額にもとづき、当事業年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。 

 ①退職給付見込み額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま 

での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっており

ます。 

   ②数理計算上の差異の費用処理方法 

    発生の翌年度に一時処理しております。 

役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規にもとづく支給見込額を計

上しております。 

金融商品取引責任準備金 …

  

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第 46 条の５の規定に

もとづき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 175 条に定めるところ

により算出された額を計上しております。 

 

5. 消費税等の会計処理方法 

 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 

 

6. 会計方針の変更 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付会計基準」と

いうおよび「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 27 年 3 月 26 日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、当事業年度より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、

割引率の決定方法を変更いたしました。 

これによる、損益への影響はありません。 



- 7 - 
 

 [貸借対照表に関する注記] 

1. 有形固定資産の減価償却累計額                       1,992 百万円 

 

2． （1） 担保に供している資産 

トレーディング商品                      565 百万円 

  

 

（2） 担保の対象となる債務 

信用取引借入金                      165 百万円 

 

3． （1） 差し入れた有価証券の時価額 

信用取引貸証券 253 百万円 

信用取引借入金の本担保証券 1,081 百万円 

差入証拠金代用有価証券 2,256 百万円 

長期差入保証金代用有価証券 33 百万円 

         その他担保として差し入れた有価証券                851 百万円 

 

（2） 差し入れを受けた有価証券の時価額 

信用取引借証券 368 百万円 

信用取引貸付金の本担保証券 1,246 百万円 

受入保証金代用有価証券 1,825 百万円 

その他担保として受け入れた有価証券 111 百万円 

 

（注） 担保に供している資産は、事業年度末帳簿価額を記載しております。上記のほか信用取引の自己融資 

見返株券を信用取引借入金の担保として 38 百万円、清算基金の代用として 136 百万円差し入れております。 

 

4. 関係会社に対する金銭債権債務 

該当事項はありません。 

 

 

 

[損益計算書に関する注記] 

関係会社との営業取引および営業取引以外の取引高に関しては該当事項はありません。 
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[株主資本等変動計算書に関する注記] 

1．発行済株式に関する事項 

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（千株） 94,864 ― ― 94,864 

 

2．自己株式に関する事項 

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（千株） 805 6 20 792 

 

増減数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取による増加                   6 千株 

ストック・オプションの権利行使による減少            20 千株 

 

3.新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

4．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 

決  議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

1 株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 26 年６月 27 日 

定時株主総会 
普通株式 470 5.0 平成 26 年３月 31 日 平成 26 年６月 30 日 

 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

次の通り決議を予定しております。 

 

決  議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（百万円） 

1 株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 27 年６月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 564 6.0 平成 27 年３月 31 日 平成 27 年６月 29 日
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[税効果会計に関する注記] 

1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産  

 

 

 

 

 

 

 

 

土地評価損 

減損損失累計額 

貸倒引当金 

ゴルフ会員権評価損 

減価償却費 

関係会社株式評価損 

その他 

266

20

77

63

18

0

126

百万円 

百万円 

百万円 

百万円 

百万円 

百万円 

百万円 

 繰延税金資産小計 

評価性引当額 

574

△574

百万円 

百万円 

 繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

―  

 

 その他有価証券評価差額金 △165 百万円 

 繰延税金負債合計 △165 百万円 

 繰延税金負債の純額 △165 百万円 

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

内訳 

   

 法定実効税率 35.6 ％ 

 （調整）  

   

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1  

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △6.5  

 住民税等均等割 0.3  

 評価性引当額 1.3  

 その他 0.0  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.8 

   

    法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 9 号）および「地方税法等の一部を改正する法 

律」（平成 27 年法律第 2 号）が平成 27 年 3 月 31 日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資

産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の 35.6％から、回収又は支払が

見込まれる期間が平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までのものは 33.1％、平成 28 年 4 月 1

日以降のものについては 32.3％にそれぞれ変更されております。 

その結果、繰延税金負債の金額が 16 百万円減少し、当事業年度に計上されたその他有価証券評価 

差額金が 16 百万円増加しております。 
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 [金融商品に関する注記] 

1.金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社は、有価証券売買等および売買等の委託の媒介、有価証券の引受けおよび売出し等の金融商品取 

引業を中核とする投資・金融サービス業をおこなっております。 

これらの事業を遂行するため、必要な資金調達は、主として自己資金によっておりますが、金融機関等か 

ら借入れをおこなう場合もあります。 

資金運用については、短期的な預金や貸付金によるほか、会社の利益を確保するため有価証券等の自 

己売買等をおこなっております。 

 

（2）金融商品の内容およびそのリスク 

当社が保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金および預金、法令等にもとづき外部金融 

機関に信託する顧客分別金信託、顧客区分管理信託、顧客の資金運用ニーズに対応するための信用取 

引貸付金、自己の計算にもとづき保有する商品有価証券や投資有価証券があります。 

預金や顧客分別金信託および顧客区分管理信託は預入先の信用リスクに晒されていますが、これら各信 

託財産は金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令により分別され信託銀行等に預託 

され、信託法により信託保全されています。商品有価証券や投資有価証券は純投資目的および政策投資 

目的で保有しており、これらはそれぞれ発行体の信用リスク、市場価格および金利の変動リスクに晒されて 

おります。その他、顧客からの預り金や受入保証金、信用取引借入金等がありますが、顧客からの預り金 

や受入保証金は一時的に預っているものであります。 

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 

当社が保有する現金および預金については、金融機関の信用リスクを算定し、預入先を信用力の高い 

金融機関に限定するなど、債務不履行による信用リスクの軽減に努めております。 

また、信用取引貸付金については、顧客管理規程および信用取引に関する社内ルールにもとづき、与 

信限度額を定め、その後のマーケットの変動に応じて顧客より相当額の担保を受入れるなど、日々の与 

信管理をおこなっております。 

②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理 

当社が保有する有価証券等については、各商品のポジション限度額およびロスカットルールを設定し、そ 

の遵守状況を監視しております。 

   また、日々、管理グループにおいて、ポジションの評価損益・リスク額を管理し、役員が把握しております。 

 

こうした様々なリスク・ファクターを適切に把握し、自己資本規制比率として、日々、役員等関係者に報告する 

体制をとっております。 

 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には市場価額にもとづく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価 

額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 

条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
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2.金融商品の時価等に関する事項 

平成 27 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりでありま 

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注２）参照）。 

 

（単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

（1） 現金および預金 7,360 7,360 ― 

（2） 預託金 2,489 2,489 ― 

（3） 商品有価証券および 
投資有価証券    

 ①商品有価証券 4,924 4,924 ― 

 ②投資有価証券 403 403 ― 

（4） 信用取引資産    

 ①信用取引貸付金 1,248 1,248 ― 

 ②信用取引借証券担保金 354 354 ― 

資産計 16,779 16,779 ― 

（1） 商品有価証券 ― ― ― 

（2） 信用取引負債    

 ①信用取引借入金 165 165 ― 

 ②信用取引貸証券受入金 254 254 ― 

（3） 預り金 1,562 1,562 ― 

（4） 受入保証金 1,635 1,635 ― 

負債計 3,618 3,618 ― 

（注 1）金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項 

 

資産 

（1）現金および預金、（2）預託金 

 預金、預託金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（3）商品有価証券および投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は店頭基準気配値から提示された価格、投資

信託は基準価格によっております。 

（4）信用取引資産 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

 

負債 

（1）商品有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

（2）信用取引負債、（3）預り金、（4）受入保証金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

 



- 12 - 
 

 ＜記載場所変更＞ 

（注 2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区 分 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 2 

投資事業有限責任組合等への出資 1,040 

合 計 1,042 

（※）非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて 

困難と認められることから「資産（3）商品有価証券および投資有価証券」には含めておりません。 

 

 

デリバティブ取引 

（1）ヘッジ会計が適用されないもの 

                                                                            （単位：百万円） 

種 類 契約額等 
 

時 価 評価損益 
うち 1 年超 

オプション取引     

 （売建） 2 ― 0 0 

 （買建） 0 ― 0 0 

外国為替証拠金取引 29 ― △0 △0 

先物・先渡取引     

 （売建） 2,498 ― 5 5 

 （買建） 1,597 ― △8 △8 

スワップ取引 ― ― ― ― 

（2）ヘッジ会計が適用されるもの 

該当事項はありません。 

 

（注 2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区 分 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 2 

投資事業有限責任組合等への出資 1,040 

合 計 1,042 

（※）非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから「資産（3）商品有価証券および投資有価証券」には含めておりません。 

 

［関連当事者との取引に関する注記] 

該当事項はありません。 

 

［１株当たり情報に関する注記] 

1. 1 株当たりの純資産額 192 円 72 銭 

2. 1 株当たりの当期純利益 8 円 33 銭 
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［賃貸等不動産に関する注記］ 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略いたします。 

 

[重要な後発事象に関する注記] 

該当事項はありません。 

 

（注） 本計算書類の記載金額は、表示単位未満を切り捨て、比率の表示未満は四捨五入して表示して

おります。 

 


